
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回覧 

お助け隊いきいき通信 
第３号 令和４年８月 

↓コロナ禍での定期総会後の集合写真  

 

 

 

受益者負担金は活動人数に関らず  

１活動で：３０分以下 =￥３００   

３０分を超１時間まで =￥５００  

(別途実費を頂く場合もあります )  

 

★お問い合わせ先  

受付時間：年中無休  午前１０：００～午後４：００   

０９０－６０８８－０１７６（お助け隊事務局）  

この 電話番号 をメモし て頂き、お 手元に置 いてお 困 りの際お電 話下さい 。  

 

若林お助け隊は、コロナ禍の中でもマスク着用、３密対策を図

り、若林自治区内の６５歳以上の高齢者世帯などを対象に・粗大

ごみの玄関先への搬出・火災警報器、照明器具の交換・宅内不用品

の処分・庭の草取り・庭木の枝切り等、ご自身では出来ない作業支

援、孤独感の解消等の活動を続けているボランティア団体です。 

社会福祉協議会高岡出張所（高岡コミセン内）や地域包括支援  

センターとも連携しています。  

お困りの方は、お気軽に下記のお助け隊事務局にご相談下さい。 

訪問し、お引き受けできるかを確認させて頂きます。  

 

 
★若林お助け隊活動支援の対象者は★  

 ①若林自治区内に住む６５歳以上のひとり暮らし、または６５歳以上  

  だけでお住まいの世帯  

 ②若林自治区内に住むお身体の不自由な方の世帯  

 ③その他本会が適当と認めた世帯  

令和４年５月  定期総会の集合写真  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★レディースグループ  

 
心優しい女性のメンバーが・庭の草取

り・宅内の整理など、依頼者と楽しくお

話しながら、孤独感を解消しています。  

★木工クラブグループ  

交流館の木工クラブのメンバーが特技  

を生かし・庭木の枝切り、処分・簡単な

家具の修理など、活動しています。  

 

鈴木会長を中心に同年のメンバーが草

刈り道具、軽トラ等を提供し・庭の草刈

り、剪定・通学路の枝切り、歩道の安全

確保など、活動しています。  

 

★有志連合グループ  

同級生、その他のボランティアメンバー

が・家具の移動、搬出・設備の修理・庭

の草取り、処分など、活動しています。 

 

 

 
同年のメンバーが・家具、建具の修理、 

組立、移動・照明器具、火災警報器の  

修理、取り替えなど、活動しています。 

 

 

 

高齢者だけの世帯が増え、自分では作業が  

出来ない方々のために、住民同志のお助け

合い活動に参加しませんか！  

休日の都合の良い少しの時間でもかまい

ません。男性には力仕事、運搬作業など、 

女性には庭の草取り、話し相手など！  

・事務局まで電話をお待ちします！！  

 

新規活動ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ隊員募集中  
（特に若い人大歓迎）  

 

★Ｓ２３年会グループ  

今回は活動メンバーを紹介します（定期総会出席者） 

★Ｓ２４年会グループ  


